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【意 見】 
 質問1にこの提案に同意しない。 
 当該テーマを検討する理由が理解できないため。 
 
当社は、有償新株予約権を下記の手続きを経て有償新株予約権を発行した。 
①法律上の検討を踏まえた手続 
②公正価値の検討 
③税務上の検討 
④監査法人に対する説明 
⑤監査役に対する説明 
 
上記の手続の過程で、当社は、有償新株予約権の発行について、持株会等の制度と同様、

従業員等が当社発行の有価証券に対して公正価値をもって投資する機会を提供する制度と

理解してきた。 
公正価値については、第三者評価機関と議論し、オプション価値評価理論により算定さ

れた結果をもって検討している。会社と付与対象者相互に受け取る経済的利益は、払い込

む現金と新株予約権とがイコールであり、相互にその他の経済的利益は具体的には存在し

ないと理解している。 
法律上も新株予約権の公正価値相当額を実際に払い込んで発行される制度であることか

ら、従業員等に財産上の利益を付与するものではなく、役員報酬決議や事業報告における

開示の対象とならないと整理されている。 
監査法人との協議にあたっても、その性質や公正価値について質疑応答を行った上、慎

重に議論した結果、理解を共有した上で発行の意思決定に至り、企業会計基準適用指針第 
17 号「払込資本を増加させる可能性のある部分を含む複合金融商品に関する会計処理」に
基づく会計処理を行い、監査法人からも当該会計処理について修正を要する監査差異の指

摘はなく、適正意見を取得している。また、他社事例を見ても承知する限り全て同様の会

計処理をしている。 
このような実務が行われているところ、平成 26年 12月 1日の企業会計基準委員会で「企

業会計基準第 8 号「ストック・オプション等に関する会計基準」（以下「ストック・オプ
ション会計基準」という。）の適用対象となるのかについて、必ずしも明確ではないと考え

られるため、会計処理の明確化のニーズが高いと考えられる。」と説明され、新規テーマと

して検討されることになったことは理解に苦しむところである。唐突にストック・オプシ
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ョン会計基準の適用対象と解すべきことを明確にする旨の提言がなされた理由は、導入企

業が相当程度でてきたことをあげるのみで、定着した実務の問題点をあげていない。何の

ための検討なのか全く理解できない。有償新株予約権についてこれまで実務上の混乱は生

じておらず、法律上も税務上も理解が整合的になっている中で、本公開草案は結論ありき

の独自の解釈を示すものであり却って実務に混乱を生じさせるものとなっている。 
そのような懸念を惹起してまで是正しなければならない実務上の要請があるのであれば、

その必要性や問題意識を明らかにした上で議論すべきであるが、本公開草案にはなんらの

説明がない。そのため、議論の本質が見えず、賛同する方向での検討ができない。議論の

意義が見えない中での委員会の議論は、議事録を見る限り結論ありきで議論がなされたと

考えざるを得ない。 
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